
                                                  ２０２６年６月版 

【緊急】警報発令時の対応について   

                            京都聖母学院小学校 

 

気象庁より2026 年５月29日より新たな「防災気象情報」の運用が始まっております。 

児童の安全を最優先に、休校の規定に関して以下のように改めます。 

            

 

 

午前６時３０分時点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

特別警報、暴風警報

防災気象情報 気象警報 

 「河川氾濫」 「大雨」 「土砂災害」（警戒レベル３以上） 

レベル５特別警報 レベル４危険警報 レベル３警報が発令している場合 

 

 

京都府南部「京都・亀岡」または「山城中部」の状況を総合的に判断して対応します。 

 

警戒レベル 
３以上 

    の どちらか、あるいは 両方が発令されている場合   休校となります 

居住区に警報が出ていない場合でも 
 ご自宅周辺や地域の状況から、登校が危険と予想される場合自宅待機を認めます。 
必ず保護者が学校へご連絡ください。 

登校後に警報が出た場合は 
児童の安全を確保するため、ただちに下校することはせず、学校待機の判断をする場合がありま

す。この場合「ミマモルメ」にてお知らせします。 

◇気象警報等により休校となる場合は、学校からミマモルメ等での連絡はしないので、 

気象情報に注意してください。 

◇気象警報等の休校規定は午前６:３０時点で判断となります。登校を始める時刻によ

って、いつもより登校が遅れるご心配がある場合でも、安全に気をつけて登校させて

ください。決して無理をせず 慎重な行動をお願いいたします。 

 
 


